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ワルシャワ気候変動会議サマリー（要約版） 

2013年11月11-23日 

 

ワルシャワ気候変動会議は、2013年11月11-23日、ポーランドで開催された。この会議には、国連気候変動枠組

条約(UNFCCC)の第19回締約国会議(COP 19)、及び第9回京都議定書締約国会議(CMP 9)が含まれた。会合ではこ

のほか、次の3つの補助機関の会合も開催された：科学上及び技術上の助言に関する補助機関の第39回会合

(SBSTA 39)、及び実施に関する補助機関の第39回会合(SBI 39)、そして強化された行動のためのダーバンプラットフ

ォーム特別作業部会の第2回会合第3部(ADP 2)。 

ポーランドでは2回目となる国連気候変動交渉の開催で、この会議には、4022名の政府関係者、3695名の国連機

関や組織、政府間組織、市民社会組織の代表、そして658名のメディア関係者など8300名を超える出席者が集まっ

た。 

ワルシャワでの交渉の焦点は、これまでの会議で達成された合意の実施であり、これには強化された行動のため

のダーバンプラットフォーム特別作業部会の作業推進も含まれた。閉会予定時刻を27時間超過して終了した会議で

は、ADP決定書が採択され、各国が意図して決定した貢献（contribution）について、国内の準備作業を開始もしくは

強化し、バリ行動計画及びプレ2020年の野心の全面的実施の加速化を決意することが、各締約国に求められた。さ

らに締約国は、損失と被害に関するワルシャワ国際メカニズム設置の決定書を採択し、REDD+の資金、制度アレン

ジ、手法論問題に関する7件の一連の決定書、「ワルシャワREDD+枠組」も採択した。 

 

ワルシャワ気候変動会議の簡単な分析 

“We’re on a road to nowhere 

Come on inside”（当てもない道だ、中に入っていよう） 

- Talking Heads 

昨年、ドーハ気候変動会議では、台風ボーファがフィリピンを襲い、フィリピンのNaderev Sañoをして、「我々でなけ
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れば誰が、今でなければいつ、ここでなければどこで」やるのかと問う事となった。1年後、ワルシャワの気候変動会

議の冒頭でも、超大型台風ハイヤンという、上陸した台風としては2番目に強力な暴風雤がフィリピンを襲ったが、

Sañoは言葉ではなく行動を選び、ワルシャワで意味のある成果を成し遂げるまでは、自主的に断食すると述べ、200

人を超す支持者もこれに賛同した。この断食、超大型台風、そして多数のデモ行進や抗議行動は、気候行動の緊急

性を明白に示しており、COP 19に至るまでの科学者社会が鳴らした警鐘もこれを支えている。 

ワルシャワに向かう科学者社会は、気候変動は不可逆的であり、中東や欧州の洪水、米国やオーストラリアでの長

期にわたる干ばつなど、その影響は世界各地で明らかになっていると「声高に要求（clarion call）」した。COPの2か月

前、IPCC第1作業部会は、気候系への人間の影響は明らかであり、気候変動を制限するには相当量のGHG排出削

減を持続する必要があるとの結論を出した。世界気象機関は、2013年が記録に残る最も温暖な年のトップテンに入

っており、氷冠や氷河の融解もあり、世界の海面水準が最高記録に達したことを確認した。 

このような報告は気候変動の影響が既に発生していることを示すが、このほかの報告書は現在の国際社会の対応

がいかに取るに足らないかを示している。UNEPの排出量ギャップ報告書は、2013年に排出量が増加し、2℃目標達

成の機会は狭まりつつあるとして、行動しないことのコストを警告した。 

野心的な緩和、真剣な適応、損失と被害に関する断固とした決意、このような緊急性を背景にワルシャワでのCOP 

19が開催された。足元の現実、そして大気中の現実とは全く対照的に、会場のワルシャワ国立競技場では決意の欠

如が目立った。この分析は、ダーバンからパリへ至る道筋の半ばにおいて、COPの期待に応える能力、2015年合意

とプレ2020年の野心引き上げに向けたADPの進展、変化しつつある気候が引き起こす深刻な課題に応える

UNFCCCの能力について、現状を分析する。 

道半ばの休憩所での控えめな期待感 

この会議の開始前、多くのものはワルシャワ会議が「資金のCOP（Finance COP）」あるいは「実施のCOP

（Implementation COP）」になると期待していた。しかし会議を終えるころには、つまるところ「REDD+ COP」が正しいの

ではないかと考えていたようだ。締約国は、一連の手法論問題、制度アレンジ、成果ベースの資金に対応する

REDD+ワルシャワ枠組設置の決定書パッケージを承認し、十分機が熟した中の成功として多くのものが称賛した。さ

らにCOP 19は、長期資金や損失と被害など、一部の問題でも比較的控えめながら決定をすることができた。 

COP 19では、資金問題の難しさが明らかになり、結局、気候プロセスに対する締約国の信頼低下を招くこととなっ

た。ワルシャワでのプレッジの中には、韓国の緑の気候基金(GCF)への4千万ドル寄贈、欧州諸国7か国の適応基金

への7250万ドル寄贈があったが、2020年までに年間1千億米ドルという2009年の約束実現について、途上国の信頼

を得るには十分でなかった。途上国は、多国間基金を通してプレッジされた気候資金が昨年72%減少したという事実

を指摘し、GCFには10か国が拠出した690万米ドルしかないと指摘した。GCFは未だにほぼ「殻だけ（empty shell）」に

とどまり、多数の途上国は、プレッジでは2020年目標を実現するだけの資金拠出に至らないのではないかと懸念し
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た。これまでのところ、先進国は、適用手順が最終決定されていない制度への資金拠出に財務大臣が慎重になって

いると説明してきた。ワルシャワ会議では、GCFの運用が開始されたことから、先進国数か国がプレッジを行う意思

を表明したが、そのプレッジでも、資金拠出に関する途上国の信頼感は必ずしも高められていない。 

もう一つの主要なCOP 19議題項目である損失と被害でも、UNFCCCプロセスは、途上国の期待感に応えられるだ

けの信頼を回復できていない。昨年、ドーハ会議では、気候変動の悪影響に特に脆弱な諸国の損失と被害に対応

するため、「国際メカニズムなどの制度的アレンジメント（institutional arrangements, such as an international 

mechanism）」を設置し、条約の役割に則り、その機能や法性の詳細を決定することで合意していた。この問題は、今

回の会議でも最も意見対立が大きかった問題の一つであった。 

損失と被害は、最も野心的な緩和行動でも防ぎようのない極端な天候現象の発生またはslow onset（長期にわたり

徐々に起きる）現象の結果として起こる。関係する損失や被害は極端なものであり、場合によっては永続するため、

損失と被害は適応でも適切に対処できない。このため、このメカニズム固有の機能や法性への支援、損失と被害に

関する行動のための資金は、適応向け資金源とは別な専門の資金源から拠出されることが、途上国、特にAOSISや

アフリカングループの加盟国にとり重要である。逆に、先進国側は、損失と被害に関するアレンジはカンクン適応枠

組の一部であり、既存の制度枠組と重複する、あるいはその上に新たな制度の層を作るべきではないと繰り返し強

調した。 

結局、序文だけでも損失や被害と適応とを区別しようと、G-77/中国が最後の努力をし、ぎりぎりで改定案を押し込

み、ようやく閉会プレナリーで合意に至った。ほとんどドーハ決定書の下で作成された新しいワルシャワ国際メカニズ

ムは、損失と被害に関する知識や行動、支援を評価し、同時に関連する利害関係者同士のダイアログを強化する。

しかし、先進国に対しては、途上国への資金援助提供を「要請（requests）」するに過ぎない。このメカニズムの構成

やマンデート、効果性に関する2016年のレビュー規定は、より良い交渉結果にしようとの途上国の最後の努力の結

果である、しかしメカニズムを強化できる可能性があるレビューまでは3年あり、既に気候変動に関係する損失や被

害に苦しむものにとっては、あまりにも遅く、あまりにも少ないものになりかねない。 

締約国は、資金と、損失及び被害では最低限の合意を得たが、他の重要な問題では意見が一致しなかった、たと

えば市場や農業、対応措置、5条・7条・8条（議定書の下での方法論問題）といった問題である。このような問題の中

で、特に目立ったのが非市場ベース手法、新しい市場メカニズム、そして多様な手法枠組の問題であり、市場ベース

及び非市場ベースの全ての緩和努力に共通する規則を策定し、環境の十全性を確保しようとするものである。COP 

19は、長期協力行動に関する特別作業部会で見られた、市場に関する政治的な困難さを受け継いだ。先進国は、自

分たちの野心を「伸ばす（stretch）」には市場メカニズムなど多様なツールが必要だと指摘した。しかし途上国は、本

質的に異なる見解を示し、支離滅裂な炭素市場や炭素クレジットの低価格は更なる緩和野心が必要な証拠だと指摘

した。COP議長は第2週において、調停努力をし、この問題での進展方法を探ったが、締約国は合意に達せず、結局、

この極めて政治的な問題は来年の技術関係組織での議論に回された。 
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「成否混ざった（mixed）」あるいは「失望する（disappointing）」結果と多くのものが言う中で、REDD+はおそらく特に目

立つ成果だったようだ。締約国は、8年もの交渉期間、そして6月にはREDD+の技術問題で追加の交渉時間を割いた

後、ようやくパッケージ合意を完成させた。それでも制度アレンジ及び資金問題の困難さが明らかになった。制度及

び資金の両方の問題は、無数のREDD+イニシアティブやUNFCCCの枠外で現在進行中のプロジェクトで満足するし

かなかった。共通のMRVガイダンス及び資金アレンジを確保するため、交渉担当者は長年努力してきたが、二国間、

多国間、公的、そして民間のイニシアティブが何層も重なる結果となった。多様な締約国や他の利害関係者は、既に

特定のアレンジに投資しており、自身のREDD+プロセスを中途で転換する意思がなく、このためREDD+の制度アレン

ジと資金に関する決定は弱められた。制度アレンジでは、各国の窓口機関と資金供与機関との毎年の会議開催が

決められた。資金に関しては、別なREDD+情報ハブをもう一つ創設することが決められた。2005年に森林減少

(deforestation - 伐採)をUNFCCCの議題に再度登場させたものが思い描いていたような市場メカニズムは創設され

なかった。その代わり資金ベース手法が出てきたが、これには毎年300億米ドルが必要になるとの推計がある。 

COP 19は、比較的成功したREDD+パッケージ以外、控えめな期待感さへ満たせるものはなかった。一部のものに

とり、最低線を満たしただけというのは、このプロセスに対する信頼が薄れてきたさらなる証拠であり、締約国間の信

頼の問題が、プロセス自体にそのまま反映されてしまった。 

手順の診断：きしむ車輪にオイルをさす 

コペンハーゲン以後、透明性やプロセスに対する懸念が、UNFCCCに暗い影を落としている。締約国の信頼を回復

し、プロセスの合法性を再構築する必要性は差し迫っている。ある意味で、カンクンやダーバンの「indabas」での高い

透明性と参加性は信頼感をある程度回復させた。しかし、ワルシャワでは対立の根深い議論に立ち戻り、信頼性と

いう壊されやすい感覚は雲散霧消した。途上国は、「約束が破られた（broken promises）」と苦情を言い、資金合意の

約束を実施するよう必死に呼びかける一方、遡って互いに非難する動きもあちこちで見られた。記者会見での問題

発言で、有志途上国 (LMDCs)とEUの間では非難の応酬の火ぶたが切られ、あるものはこれを「メディアを通した交

渉（negotiating through the media）」と称した。このような信頼関係の問題は、パリ会議に向けての道筋を荒くする可

能性が高い。 

UNFCCCプロセスにおける手順に関する懸念が全くなくなったわけではない。カンクン会議では、ボリビアの反対に

拘わらず、COP議長がカンクン合意採択の槌を打ち、多くのものは、満場の総意（consensus）とは何かを考えさせら

れた。その2年後、COP議長のAbdullah bin Hamad Al-Attiyahは、ロシアが異議を唱えたにも拘わらず、ドーハ改定案

採択の槌を打った。このため、ロシアはSBI議題に意思決定プロセスを入れるよう要求、6月の会議は手順で行き詰

まる結果となり、SBIは2週間の間、作業を始めることができなかった。ワルシャワ会議直前の長時間協議の後、

UNFCCCでの意思決定に関する新しい議題項目がCOPの下で導入され、非公式のオープンエンド協議が開始され

た。このような非公式折衝で締約国は、手順問題を検討、これが将来の議論を形成することになる。 

COP決定書という形の正式な成果には至っていないが、手順を議論する専門の窓口ができたことは意味がある。
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締約国は、多くのものが欠陥プロセスと感じている意思決定プロセスを議論し、パリ会議の前に「家をきれいにしてお

く（cleaning house）」時期だということで、波長が一致していたようだ。しかしこの課題にはひるむところも大きいようだ、

それはプロセスの正当性についての全体の懸念リストに無数の問題が含まれるためである。 

透明性と参加性に対する効率や有効性という問題にまつわる懸念；COP議長、事務局、その他議長役の役員の役

割；ハイレベルな参加と成果達成プロセスの組織化―こういったコペンハーゲン会議に遡れる全ての問題で、

UNFCCCプロセスは、長年、頭を悩ませてきた。さらに、COP議長のMarcin Korolecは、透明性があり、締約国を主体

とした形でプロセスを進めているとして称賛されてはいたが、多数の途上国の参加者は、盛りだくさんの議題をフォロ

ーするだけの人員の配置ができないでいた。深夜の会議も透明性や効率、そして参加性を損ない続け、このため、

一部のものは徹夜交渉というのはどこかの締約国の戦術ではないかと、その誠実さに疑問を投げかけた。 

パッケージ取引の回避も議論を危ういものにしていた。手順規則採択の見通しがつかない中、パッケージ取引とい

うのは過去には総意を得る手段であった。しかし、パッケージ取引は、それ自体でなら合意しない問題でも妥協せざ

るを得なくなることを意味する場合が多い。土曜日朝の非公式進捗状況報告プレナリーで、COP議長のKorolecは、

「パッケージ」という眉を顰めさせるコメントを口にするミスをし、その後、決定書それぞれの価値を検討することを再

確認するようG-77/中国及びその他が求めたことを受け、発言を撤回した。しかし他の締約国は、パッケージ取引と

いう言葉の方が受け入れやすいようであった。ワルシャワ会議に至るまでの数回のCOPsの成果は、受け入れるか

突き放すか（take-it-or-leave-it）という取引の結果で、互いに譲り合う（give-and-take）形の取引ではなかった。この

点、ワルシャワ会議は、慎重さを見せた。 

ADP：あてのない道の中間点？ 

COP 19でのADPに対する期待感は、主に2015年合意の中身の議論を推進し、プレ2020年の野心では具体的な成

果を挙げ、これにより、両方の議論でも結果を出せるとのUNFCCCプロセスへの信頼感を植え付けることであった。

共同議長による最善の努力にもかかわらず、結果はあまり出せていない。 

ダーバンで合意された「条約の下での、全ての締約国に適用される議定書、別な法的制度、あるいは法的効力の

ある合意成果の作成」を2015年までに行い、2020年までに発効するという課題は、気候変動の緊急性に対する

UNFCCCの対応能力を測る試金石になっている。新しい合意に向けての進捗状況は、気候変動との戦いでUNFCCC

が依然として関連性を有し、必要な行動を取ることができるかどうかを示す指標でもある。 

2015年に向けた道の半ばを過ぎ、2年を残すだけとなった中、締約国は、リマでのCOP 20で交渉文書を完成させる

という目標を実現するには程遠いようである。 

2015合意は純粋に「ボトムアップ」のアレンジになっているようで、これはそれぞれの国家が貢献分（contributions）

の範囲や特性を描いていることを意味する。ここで何が欠けているかというと、トップダウンの約束であり、各国の貢
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献分が2℃目標の範囲内にとどまるに十分な排出削減を示しているかどうか見極めるため、各国の貢献分のパッチ

ワークを評価するプレッジ・アンド・レビュー・メカニズムである。ADPの閉会プレナリーの最後の瞬間に、法的特性に

予断を加えない「国家が決定する意図的な貢献分（intended nationally determined contributions）」という異論の多い

表現を用いた口頭の改定案が提出された。この「貢献分（contributions）」という用語は「約束（commitments）」という

表現とは対照的に、先進国と一部の途上国、特にLMDCsとの分裂を意味した。このため2015年合意の法的特性や

「全てのものに適用される」合意での約束の差異化方法といった本質的な問題が解決されないまま残された。 

差異化も決定書で回避された問題である。多数の先進国及び数か国の途上国は、ダーバンマンデートに則り「全て

のものに適用可能」とすべき2015年合意に差異化をどう反映させられるか、議論することを支持した。しかしLMDCs

は、この問題の再燃を躊躇し、附属書I/非附属書Iの区別を全ての将来合意に反映させるよう主張した。AILACなど

差異化の議論を支持する途上国は、存在感を増すLMDCsや、最終日に混乱を招いたEUとベネズエラの衝突で、自

分たちの声がかき消されたと感じていた。 

2015年合意での差異化の議論再燃は先進国の重要な要求である。1992年以後、世界経済は本質的に変化してお

り、韓国や中国、ブラジルやインドなど一部の非附属書I諸国は、今や世界経済を引っ張る牽引車となり、それに伴い

GHG排出量も増加している。これら諸国は、長い間、一人当たりの排出量が先進国のそれよりもはるかに低いこと、

さらには持続可能な開発をする自分たちの権利を根拠に、附属書I/非附属書Iの差異化保持を主張してきた。今日、

中国は絶対量の意味では世界最大の排出国であり、一人当たりの排出量でもEUに肩を並べており、差異化につい

てオープンな諸国は、現在の排出量や将来の排出量は明日の歴史的責任になるとし、2015年合意では現在と将来

の排出量に目を向ける必要があると指摘するに至った。 

さらに、現在、GHGsの大気濃度で歴史的責任を有する先進国数か国は、まだ指導的な役割を果たしていない、こ

のことはスリムなプレッジや約束の実施と、世界の気温上昇を2℃以下で保持するために必要な削減量とのギャップ

を見ても明らかである。 

他方、プレ2020年緩和野心の登場には時間がかかっている。発効に144か国の批准を必要とするドーハ改定案を

批准したのは、バングラデシュ、バルバドス、モーリシャス、アラブ首長国連合の4か国だけである。中国とEUは批准

する意図があると発表したが、全てのEU加盟国が批准国に加わっても、さらに110か国の批准が必要である。このた

めドーハ改定案が発効するまで排出削減制限の数量約束(QELRCs)を有する締約国は、この約束達成の法的拘束

力を受けない。さらに第二約束期間は世界の排出量の約15%しか対象としておらず、このため2℃という世界の気温

目標を達成しようとするなら、他の諸国による世界の緩和努力への貢献が必須である。「ダーバンプラットフォームの

更なる進展」に関するCOP決定書には、2020年の目標が含まれておらず、ただ単に、経済全体の排出削減数量目

標、または国別適切緩和行動を連絡していない諸国に対し、連絡を求めているだけである。さらに先進国に対しては、

それぞれの条約の下での経済全体の排出削減数量目標を「遅滞なく実施する（to implement without delay）」よう求

めており、京都議定書第二約束期間でのQELRCsが適用可能な場合は、これも同様に実施するよう求めている。 
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ワルシャワのCOPで何があったかというと、プレ2020年の緩和野心の後退である。たとえば、日本は、第二約束期

間のQELRCを持たない少数の附属書I諸国の一つだが、COPの第1週に新しいGHG排出削減目標を発表した。日本

のプレッジは、2020年までに2005年比で3.8%排出量を削減するというもので、1990年を基本年とするなら3.1%の増加

という結果になる、これに対し京都議定書第一約束期間で、日本は1990年比6%のGHG排出量を削減することになっ

ていた。 

COPは、COP 19で短時間検討されたテクニカルペーパーに基づき、来年、高い緩和ポテンシャルを有する機会に

ついて、技術的な検討を進めると決定した。しかしこれは、再生可能エネルギーとエネルギー効率に焦点を当て、合

わせてこの問題に関する文書提出やハイレベルな参加を組み合わせるテクニカルプロセスという当初のAOSIS提案

と比べると、具体性に欠ける。この決定は、先進国に対し、途上国の緩和野心引上げを可能にすべく、技術、資金、

キャパシティビルディングでの支援増加を求めているが、これ以外に、支援提供に関するプレ2020年の野心引上げ

で途上国に提供できるものはあまりない。 

ADPの下でのCOP 19の課題は、2015年合意に向けた進展やプレ2020年野心引上げに向けた進展を実証し、

UNFCCCは極めて短期間のうちに実のあるマンデートを実現できるとの信頼感を与えることであった。その両方の面

において、COP 19の結果は不適切であったようだ。2015年合意で可能な要素を描けない中、この段階では、ADPは

2015年合意に近づいているのか疑問である。証拠は増え、緊急な行動を求める声があるにも関わらず、プレ2020年

野心引上げに向けた進展は停滞しているようだ。リマ会議までの道の途上にあり、パリでの合意期限まで2年だけと

なる中、ワルシャワ会議の成果は、希望を高く持つだけの理由を提供できていない。 

あてのない道？ 

Naderev Sañoは、自主的な断食を発表、UNFCCCプロセスを「役立たずの旅行者による毎年の炭素集約型の集ま

りで茶番だ（farce [and] an annual carbon-intensive gathering of useless frequent fliers）」と多くのものが批判している

ことを想起した。しかし同氏は、このプロセスは「この惑星を救い、今日、明日を救うプロジェクト（the project to save 

the planet, saving tomorrow, today）」となる可能性を満すことができるとの希望をもたせようともした。同氏が特に述

べなかったこと、そして関連性が高まっていることは、UNFCCCの枠外のイニシアティブや、政策、プログラムで気候

変動に対応するものの数が増えていることである。多くの場合、これらのものは、UNFCCCでの進展のなさに対する、

国内行政管轄者や非国家行動者の焦燥感から生まれている。場合によっては、進展に熱心な政府が、モントリオー

ル議定書などの他の国際的な制度に目を向けたり、ユニラテラルな措置を取ったりする。通常は交渉に建設的に取

り組む団体も含め、数百名の市民団体代表がCOP 19から退席し、UNFCCCの実現能力に対する深い疑念を表し、

他のものも同じように感じていた。 

しかし、問題はプロセスの欠陥だけではない、政治的な意思の欠如があるかもしれない。前進し、解決策を探る政

治的意思が欠けているなら、機能に優れたプロセスでもうまくはいかない。近く開催される国連事務総長の2014年国

連気候サミットは、コペンハーゲン以後はなかった気候変動分野へのハイレベルな代表の参加を可能にする可能性
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がある。そのようなハイレベルな参加は、それぞれの立場の溝を深めるかもしれないが、UNFCCCによる関連性の

保持に必要だが、今はつかめていない共通点を見いだせる可能性がある。結局、気候変動がUNFCCCを待ってくれ

るかどうかの問題である。これまでの証拠は、UNFCCCが遅れをとっていることを示している。 

（IGES－GISPRI仮訳） 
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